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佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

第３回 会 議 次 第 

 

日 時：平成２０年９月３０日（火）９：３０～ 

場 所：レオプラザホテル佐世保 

□ 開 会 

□ 会長挨拶 

 

□ 議事 

 【説明事項】 

  ・協議項目及び協議予定について 

・「協議第１７号 国民健康保険事業の取扱い」の補足資料について 

 

 【協議事項】（前回提案分 → 今回協議） 

   協議第１４号 「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」について 

   協議第１５号 「地方税の取扱い」について 

協議第１６号 「慣行の取扱い」について 

協議第１７号 「国民健康保険事業の取扱い」について 

協議第１８号 「高齢者福祉制度の取扱い」について 

協議第１９号 「障がい福祉制度の取扱い」について 

協議第２０号 「入札・契約に関する事務事業の取扱い」について 

協議第２１号 「環境部会事業の取扱い」について 

 

【提案事項】（今回提案分 → 次回協議） 

   協議第２２号   「財産・負債の取扱い」について 

   協議第２３号   「特別職の身分の取扱い」について  

   協議第２４号   「条例・規則等の取扱い」について 

   協議第２５－１号 「一部事務組合・広域連合の取扱い（その１）」について 

協議第２６－１号 「使用料・手数料の取扱い（その１）」について 

協議第２７号   「附属機関等の取扱い」について 

協議第２８－１号 「補助金・交付金等の取扱い（その１）」について 

 

 【報告事項】（別冊） 

   報告第３号 事務事業の調整結果報告（調整案件 Ｂ以下 幹事会調整事項） 

   報告第３－１号  「契約監理部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－２号  「土木部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－３号  「会計管理部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－４号  「選挙管理部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－５号  「監査部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－６号  「農業委員部会の事務事業の取扱い」について 

 

□ その他 

・次回日程について 

・その他 

□ 閉 会 
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第３回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

平成２０年９月３０日（火） 

 

 

１.開会 

【事務局】  皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまより第３

回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会を開会いたします。 

 本日は、お足元の悪い中、ご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず、本日の会議におきまして、佐世保市の地域委員の馬郡委員と井村委員がご欠席さ

れておりますが、３０人の委員中２８名の出席をいただいております。 

 会議の開催にあたりましては、協議会規約第１０条第１項の規定により、委員の半数以

上の出席が必要となっておりますが、定足数を超えており、会議が成立しておりますこと

を、まず事務局からご報告を申し上げます。 

 続きまして、本日の会議で使用いたします資料の確認をさせていただきます。本日、資

料が多岐にわたっておりますので、現物をお示ししながらご確認させていただきたいと思

います。 

 まず、事前に委員の皆様へ送付しておりました「第３回会議次第」お持ちでしょうか。

続きまして、協議会第２２号から２８－１号「行財政調書」、Ａ３判に拡大したものでござ

います。続きまして、本日は報告事項がございまして、別冊で報告第３－１号から第３－

６号まで、最後の分、「農業委員部会の事務事業の取扱い」についてまででございますが、

全部で６冊になっております。ご確認をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

前回提案させていただきました、今回の協議事項になっております「第２回会議次第」

を本日ご使用させていただきますので、前回配付していたものでございますが、お持ちで

しょうか。お忘れがあられましたら挙手いただければ、資料をご用意しております。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、会議に先立ちまして、本日会場でのご協力をお願いいたします。携帯電話に

つきましては、電源をお切りになるかマナーモードでのご協力をお願い申し上げます。 

 それでは、会議次第に基づきまして進めさせていただきます。 

 それでは、会長でございます朝長佐世保市長よりごあいさつをお願い申し上げます。 

 

２.会長あいさつ 

【朝長会長】  皆様、おはようございます。本日は、第３回佐世保市・江迎町・鹿町町

合併協議会をご案内いたしましたところ、皆様方には、足元が大変悪い中にお集まりをい

ただきましてありがとうございました。暑く厳しい夏もやっと去りまして、涼しくなりそ

うな気配でございます。今日でサマースタイルも終わりということでございますので、今

日まではノーネクタイでございますが、次からはおそらく皆さん、ネクタイを着用という

ことになるんじゃないかと思います。 

 本日は、先月２６日に江迎にて開催しました第２回協議会において、合併の方式をはじ

め６項目を決定し、また、「議会の議員の定数及び任期の取扱い」については、各市町議会

で協議を行い、その協議結果を受けて協議会全体で協議を行い、取扱い方針の確認をして
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いくということが決定をされました。 

 議員の皆様には、早速協議をしていただいており、大変ご苦労をおかけいたしておりま

す。「地域審議会・地区協議会の取扱い」については、「議会の議員の定数及び任期の取扱

い」の今後の協議の方向性を見据えながら、後日協議に付するということで決定をいたし

ました。また、「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」をはじめ、８項目についてご

提案をいたしました。 

 本日は、前回ご提案をいたしました協議項目について、皆さんにご論議をいただくとと

もに、今回ご提案し、次回協議する分といたしまして、７項目を提案することといたして

おります。また、幹事会で決定し、協議会で報告するＢランク以下の項目が、「契約監理部

会の事務事業の取扱い」をはじめ６項目あり、本日の協議会は大変内容の濃い協議になろ

うかと存じます。 

 委員の皆様には、ボリューム、内容とも多岐にわたり、大変ご苦労をおかけいたします

が、どうか最後まで活発なご論議を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、会長

としてのごあいさつとさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。 

【事務局】  ありがとうございました。これから先の議事につきましては、会長に議長

としての進行をお願い申し上げます。 

 

３.議事 

【朝長会長】  それでは、規約に基づきまして、議長を務めさせていただきます。時間

の関係もございますので、早速議事に入りたいと思いますが、協議会の議論を実のあるも

のとするため、皆様の積極的なご意見をよろしくお願いをいたします。 

 まず初めに、説明事項を議題といたします。協議項目及び協議予定についてと、協議第

１７号「国民健康保険事業の取扱い」の補足資料について、事務局の説明を求めます。 

 

（１）説明事項 

【事務局】  資料といたしましては「第３回会議次第」、８４ページものの資料でござい

ます。その１ページをお開きください。よろしゅうございますか。 

 佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会の協議項目及び協議予定ということでお示しをし

ておりますが、第１回を７月１７日に開催をいたしまして、第２回を８月２６日に開催し

て、本日９月３０日が第３回となっております。黒丸をした分が、既に協議会に提案をし

ているものでございます。括弧をして黒丸をした分がございます。この分は、方向性とか

協議の仕方等につきまして、協議会でご決定をいただきましたが、後日、この協議会の中

で改めて提案をしてお決めいただくものが、黒丸の括弧書きでございます。白丸が、今後

提案をしてご協議いただく分でございます。第３回の部分に丸を７つつけておりますが、

この分が今日提案をさせていただくものです。 

 丸の横に米印をしているのが３つございます。「一部事務組合・広域連合の取扱い」、１

５番です。１６番の「使用料・手数料の取扱い」、１９番の「補助金・交付金等の取扱い」、

この分については米印をいたしておりますが、この米印は内容が多岐にわたりますので、

数度に分けてご論議をしていただこうということで分けているものでございます。第４回
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以降に協議するものを、丸印としてそこにお示しをしているところでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 なお、補足の②に書いておりますけれども、今日、Ｂランク以下の分につきましても一

部ご報告をさせていただきますが、Ｂランク以下の事務事業や制度についても、ここでの

協議が必要と判断されれば協議会の協議事項としていくということはお約束していること

でございますので、そのような取扱いをしていきたいと思っております。 

 それから、次に２ページでございますが、協議第１７号「国民健康保険事業の取扱い」

の補足資料ということで、前回、第２回目の協議会の中で国保の収納率の問題、あるいは

基金積立金の状況等について、次回資料を示して説明をするということにいたしておりま

したので、これにつきましては、この２ページに資料として差し上げております。なお、

この分につきましては、後で協議事項で出てまいります協議１７号の中で補足を説明した

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 １番目の説明事項は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質疑はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、説明事項については、事務局の説明のとおりということで進

めることとしてよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように取り計らいます。 

 

（２）協議事項 

①協議第１４号 

【朝長会長】  次に、協議事項を議題といたします。 

 この協議事項については８件ございます。順次１件ごと協議をしていただき、お諮りを

したいと考えております。 

 まず、協議第１４号「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」についてを議題とさ

せていただきます。第２回協議会での提案時に説明を受けておりますが、事務局より改め

て説明を求めます。 

【事務局】  すみません。この分につきましては、第２回の会議次第をお手元にご用意

をしていただきたいと思います。傍聴の皆様にはその分だけを、第２回協議会において提

案事項分の冊子ということで差し上げておりますので、見ていただくようよろしくお願い

いたします。 

 それでは、協議第１４号、２５ページをお開きください。よろしゅうございましょうか。

これから先、この提案事項の説明につきましては、前回、８月２６日の第２回協議会の際

に詳しくご説明をしておりますので、また、その後持ち帰ってもらって１カ月ありました

ので、それぞれ十分お読みいただいているということで説明は簡単にさせていただきます

ので、よろしくお願いをいたします。 

 協議第１４号「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて」でございますが、

このことにつきましては、まず江迎町、鹿町町の農業委員会は、佐世保市の農業委員会に
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編入をするということがまず第１点でございます。それから、２点目といたしまして、「江

迎町及び鹿町町の農業委員会の選挙による委員のうち、江迎町３名、鹿町町２名は」と書

いておりますが、今、江迎町では選挙による委員がもともと８名いらっしゃいます。その

うちの３名が在任するということです。鹿町町の選挙による委員は５名いらっしゃいます

が、そのうちの２名の方ということです。佐世保市の農業委員会の委員の残任期間、つま

り合併してから２３年７月１９日の間まで、引き続き佐世保市の農業委員会の委員として

在任をしていただきます。それから、特例期間経過後につきましては、佐世保市農業委員

会の選挙による委員の定数等に関する条例を改正して、あわせて選挙区の見直しも行いま

す。特例期間経過後ですから、平成２３年７月１９日以降については、そのような条例を

改正したり、選挙区の見直しを行いますということでございます。 

 このような取扱いを提案申し上げますのは、そこの理由に書いておりますように、激変

緩和ということで農業委員の不在期間をなくして、両町の円滑な農政運営、農業委員会業

務を行うということにしたいためです。ただし、在任数につきましては、詳しくは３０ペ

ージ、３１ページに書いていて前回も説明しておりましたけれども、佐世保市の今の農業

委員さんの業務、あるいは耕地面積等々を考慮しながら、江迎町３名、鹿町町２名の方を

在任いただくということでの提案をしているものでございます。 

 あと行財政調書につきましては、前回詳しく説明いたしましたので、省略をさせていた

だきます。 

 以上、提案いたしますので、よろしくご審議方お願いいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、何かご質疑、ご意見はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、協議第１４号「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」

については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

②協議第１５号 

【朝長会長】  次に、協議第１５号「地方税の取扱い」についてを議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ３３ページをお開きください。協議第１５号「地方税の取扱い」について

でございます。このことにつきましては、まず大原則といたしまして、佐世保市の制度に

合わせましょう。ただし、法人市（町）民税の法人税割につきましては、合併新法の規定

によりまして不均一課税とすることとして、期間を合併年度及びこれに続く３年度とする

という提案でございます。 

 あと個別には説明していきたいと思いますが、これについては３５ページをお開きくだ

さい。地方税の比較一覧ということにいたしております。 

 まず、個人市民税、個人町民税についてでありますが、これについては均等割はそのま

ま同じ、所得割も同じでございます。制度としては同じでございますので、どこが違うか

といいますと、次に書いております若干納期が違うということで、佐世保市と鹿町町は、
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ほぼ同じです。江迎町は６月１日から３０日までが第１期の納期となっており、一方で、

佐世保市は６月１６日から３０日までとなっております。鹿町は１５日から３０日まで。

あと、２期、３期、４期等につきましても、江迎町が１５日間程度の違いがあり、鹿町町

とは１日の違いがある、この違いだけでございますので、これは佐世保に合わせましょう

ということでございます。 

 それから、法人市民税につきましては、均等割は変わりません。法人税割が、佐世保市

は制限税率を採用いたしておりまして１４.７％、江迎、鹿町は１２.３％、標準税率を適

用しています。ということで、これは２.４ポイント、佐世保市の制度に合わせますと高く

なります。したがいまして、この分については、先ほど申し上げたような不均一課税を３

年間行いましょうということを提案しております。 

 具体的には、資料の４１ページを見ていただきたいんですが、行財政調書４１ページ、

よろしゅうございますか。ここの江迎町の欄の２、法人税割の税率の下の部分です。江迎

町におきましては１２１社ございまして、そのうちこの法人税割がかかる法人が３５社ご

ざいます。この影響額が単年度で、参考の欄に書いておりますように、２.４％上がること

によって６５０万６,０００円程度の影響があるということで、専門部会で試算をしており

ます。 

 次のページ、４２ページでございますが、同じように鹿町町におきましては、全法人数

が９７社ございますが、そのうちに法人税割がかかっていらっしゃる法人が４４社。この

影響額が３３４万８,０００円程度という状況になっております。 

 このようなことも勘案いたしまして、そのような不均一課税をとらせていただこうとい

う提案をしているものでございます。 

 次に、また３６ページに戻ってください。固定資産税でございます。固定資産税率は１.

４％、これは１市２町とも変わりませんけれども、この固定資産税につきましては、これ

も納期の違いがございます。一番大きく違うのが、江迎町、鹿町町は４期に分けます。こ

れは佐世保も変わりませんけれども、４月１日から２月末までの中で、それぞれ各期ごと

にご納税いただきます。一方、佐世保市は年内、４月１６日からスタートいたしまして、

第４期が１２月２５日までということで、納期が約２カ月程度違うということでございま

す。したがって、この方針でいきますと町民の皆さんにお知らせをして、納期がこういう

ふうに変わりましたよということを十分知らせる必要があるということになるわけでござ

います。 

 それから、軽自動車税につきましては、これも１市２町、税率等は変わりませんけれど

も、佐世保の納期が５月１６日から３１日までと、それから、江迎、鹿町は４月１５日か

ら、１カ月近くこちらのほうが納期が早く、３０日までという違いがありますが、これも

佐世保市に合わせますので、５月１６日から２週間程度でご納税いただくというようなこ

とになるわけでございます。 

 それから、３７ページでございますが、市町村たばこ税、これは１市２町一緒でござい

ますので、佐世保市に合わせるとなりますけれども、調整の必要がないという状況でござ

います。 

 特別土地保有税につきましては、これも１市２町とも平成１５年度から課税を行ってお

りません。また、江迎、鹿町においては該当件数がございません。このような中で、これ
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も現在課税停止しておりますので、特段の調整をする必要がないということでございます。 

 それから、都市計画税でございます。税率、佐世保市は０.３％になっております。江迎

町、鹿町町でありますが、両町とも佐世保市と同じように都市計画の指定はございますが、

いわゆる市街化区域、市街化調整区域の線引きがございません。当然、都市計画税は市街

化区域の中での課税になりますので、両町には線引きがございませんので、都市計画税は

ないということでございます。 

 入湯税につきましては、佐世保市が入湯客１人に１５０円、鹿町町も同様でございます。

納期も同様。江迎町は制度がございません。これを佐世保市に合わせるといたしますと、

次の３８ページを見ていただきたいんですが、今、鹿町町には「やすらぎ館」という温泉

施設がございます。ここが対象になるのかどうかということになるわけですが、結論から

申し上げますとならないということでございます。なぜかと申し上げますと、佐世保市の

課税免除の規定に書いておりますように、その３番目、宿泊を伴わない日帰り客の入湯者

につきましては、課税免除をいたしましょうということにいたしております。鹿町の「や

すらぎ館」につきましては、宿泊施設ではございません。日帰り客用の施設でございます

ので、かからないということでございます。 

 以上のように、基本は佐世保市に合わせます。ただし、法人市(町)村民税については、

３カ年間の不均一課税をとりましょうという提案でございます。よろしくご審議方お願い

いたします。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田と申します。「地方税の取扱い」についてお聞きいた

しますが、ほとんどが佐世保市の制度に合わせるということで、このことについては問題

はないんですが、気になる点がありますので質問させてもらいたいと思います。 

 と申しますのは、地方税の比較一覧を見てみますと、徴収率が、個人市(町村)民税、佐

世保の場合９１.５９％、江迎が９５.８２％、差が４.２３％あります。また、法人税につ

いては、佐世保が９５.１％、江迎が９９.４０％、４.３％も差があります。固定資産税に

ついては、佐世保市が８７.９％、江迎の場合は９２.６６％、４.７６％の差があります。

軽自動車税では、８９.６％が佐世保市の徴収率ですが、江迎の場合９２.５７％で、２.

９７％と、大体４％ぐらいの徴収率の差がございます。 

 国民、例えば市民、町民の義務である納税の意識が、佐世保と江迎町では差があるのか、

もしくは、徴収方法に問題があるのではないかと考えられます。編入合併がなされた後は、

どうか、小さい町ではございますが、町のいい点は参考にされてほしいと思います。この

ことを要望しておきますが、どのようにお考えでしょうか。質問いたします。 

【朝長会長】  いいですか。 

 財務部長。 

【財務部長】  佐世保市の財務部長でございます。今のご質問、ご指摘のとおりでござ

いまして、お話の中にもありましたように各町のいい点、それぞれに取り入れるべきかと

思っております。 
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 なお、本市の場合、確かに低いところもございますが、今、目標を掲げて少しずつ上げ

ていこうという努力もいたしておりますし、そういうところで頑張っていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  よろしゅうございますか。人口規模がちょっと大きいと、どうしてもや

っぱり低くなるというのがございますので、努力はしているんですけれども、なかなか思

いどおりにいかないというのが現状でございます。いろいろ手法については見習わせてい

ただきたいと思います。 

 ほか、ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

【鹿町町諸藤委員】  鹿町の諸藤と申します。納期についてなんですが、一番最初、６

月１６日から３０日までとしてありますが、預金口座引きの場合は、当初に引かれるんで

しょうか、後のほうに引かれるんでしょうか。私たちとしてはやっぱり一番最初の日にち

には納めないで、なるべく後のほうに納めるんですけれども、どうでしょうか。お尋ねい

たします。 

【朝長会長】  財務部長。 

【財務部長】  財務部会です。納期設定の最終日に落とされるということでございます。 

【朝長会長】  ようございますでしょうか。 

 ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、ほかにないようでございますので、それでは協議第１５号「地

方税の取扱い」については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、そのように決定をいたします。 

 

③協議第１６号 

【朝長会長】  次に、協議第１６号「慣行の取扱い」についてを議題といたします。事

務局の説明を求めます。 

【事務局】  ５７ページをお開きください。「慣行の取扱い」についてでございます。大

きくは四つございまして、１つ目が花、木、歌、２つ目が宣言、３つ目が憲章、４つ目が

き章ということでございます。 

 まず、花、木、歌につきましては、５８、５９ページを見ていただきたいんですが、佐

世保市は市の花が「カノコユリ」、市の木が「ハナミズキ」、市の歌として「佐世保市歌」

がございます。江迎町は、町の花が「スイセン」、木が「マキ」、歌が町歌と音頭と２つご

ざいます。それから、鹿町町は５９ページでございますけれども、ご承知のように花が「ツ

ツジ」、それから「カシ」、それから町の歌として「鹿町町歌、鹿町遊情、鹿町音頭」と３

つがございます。 

 これらについては、やっぱり１つの市にしていくわけでございますので、どうしても一

本化しなければいけないということで、「市の花」「市の木」「市の歌」につきましては佐世

保市の制度に合わせましょう。ただし、両町も今まで伝統を持たれて、またいろんな歩み

の中でこのようなことをはぐくんでこられたこともございますので、両地区の由来の花、
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木、歌として伝承していきましょう。具体的な対応策の中に書いておりますけれども、慣

れ親しんだ江迎町、鹿町町のシンボルとして、花、木、歌は地域の特性を生かす素材とし

て地区のまちづくりに生かしていきましょう。まだ抽象的な内容で申しわけございません

が、実際に合併をして、具体的にどういった取り組みができるかは検討していく必要があ

るのかなと思っております。 

 それから、次に６０ページ、６１ページ、宣言でございます。佐世保市は「平和宣言」

から「男女共同参画都市させぼ宣言」まで９つの宣言を、それぞれ長い期間にわたりまし

て宣言をしてまいりました。一方、江迎町でも３つの宣言がございます。鹿町町でも３つ

の宣言がある。これについては、調整方針として佐世保市の宣言に統合するということに

いたしておりますが、江迎町、鹿町町の、例えば「核兵器廃絶・平和の町の宣言」、あるい

は「飲酒運転の根絶」「暴力根絶」、鹿町でいきますと「交通安全都市宣言」等々を含めま

して、佐世保市の９つの宣言の中ですべて包含されますので、これは佐世保市の宣言に統

合するということで提案をしているものでございます。 

 続きまして、６２ページ、６３ページ、憲章でございます。佐世保市民憲章は昭和４８

年に制定されまして、一定の期間を経過しております。市民憲章の内容に書いております

ように、「私たちは力をあわせ、明るい家庭と豊かな郷土をつくりましょう」から、５番目

の「私たちは力をあわせ交通事故をなくし、公害のない町をつくりましょう」、これを市民

憲章として今行っているところでございます。江迎町は憲章がない。鹿町町は、町民憲章

が平成９年１０月に、５項目の宣言をなさっていらっしゃいます。考え方でございますけ

れども、市民憲章は佐世保市の憲章を用いましょうということで提案をいたしております。 

 実は１市４町、旧４町との合併の際は、佐世保市も昭和４８年につくってかなり年数も

経過しているので、この際新たな宣言を検討しましょう、新たな宣言を制定する方向で進

めましょうということにしておりました。今、佐世保市は将来に向かって中核市を目指す

ということで、この合併協議も進めているところでございます。それらを見据えながら、

その分については検討していきたい。当面は、佐世保市の憲章を用いるということでの提

案をいたしているものでございます。 

 続きまして市章でございますが、６４ページ、６５ページ、これにつきましてはそれぞ

れ市のき章、あるいは町のき章がございます。そこに図を示しているとおりでございます

けれども、第２回目の協議会のときに「佐世保市」という名称をこの協議会の中で決定を

していただきました。「佐世保市」という名称が変更されることがない以上、どうしても市

章につきましては、佐世保市が使用している市章を使うということが大原則になろうとい

うことで、佐世保市に合わせるということでの提案をしているものでございます。 

 以上、４点について、よろしくご審議方お願いいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、協議第１６号「慣行の取扱い」については、原案のとおり決

定してもよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 
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④協議第１７号 

【朝長会長】  次に、協議第１７号「国民健康保険事業の取扱い」についてを議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ６７ページをお開きください。協議第１７号「国民健康保険事業の取扱い」

についてでございます。この取扱いにつきましては、大原則といたしまして、佐世保市の

制度に合わせましょう。税率についても、次のとおりとしたいということでございます。 

 大きく三つございまして、医療給付、それから後期高齢者支援金、それから介護納付金

とこの三つございますけれども、まず医療給付と後期高齢者の支援金の分につきましては、

合併年度は不均一課税としましょうということにしておりますが、合併年度となりますと、

今この協議会の中で、平成２２年３月３１日までの合併を目標としましょうということに

しておりますので、２１年度中の合併ですね。これもこれから協議会の中でいつその日に

しましょうと決めていきますが、年度の後半になりますと、例えば３月に仮に合併すると

いたしますと、３月１日から１カ月ぐらいしかない。その期間だけは経過措置を講じまし

ょうということでございますので、新年度、２２年度になりますと、もう佐世保市に合わ

せていただきますという内容でございますので、経過期間はほとんどないものだという理

解でぜひお願いしたいと思います。合併翌年度からは新市における税率に統一をしますと

いうのはそういう意味でございます。 

 また、賦課方式は、今、方法論として均等割で取る方法と世帯割で取る方法と所得割で

取る方法と資産割で取る方法と四つの方法があるんですが、佐世保市は以前に見直しを行

いまして、資産割を廃止しております。したがって、３方式を採用するということで、均

等割と世帯割と所得割で、資産割は取らないということでの提案でございます。 

 どうしてこのような方式をとるかという理由は、６９ページの真ん中付近の二重丸の部

分です。佐世保市の税率で江迎町の税額を試算比較する。要するに、今、江迎町の皆様が

税としてお支払いになっている分が、佐世保市に合わせたら幾らになるんですかというこ

とを計算したものでございます。医療給付分でいきますと、佐世保市で計算することによ

って、町民の方は（平均で）上がり下がりはそれぞれございますので、一人一人は違いま

す。あくまで平均でということでお願いしますが、５,１９０円上がります。一方、後期高

齢者の支援につきましては、逆に３,４１９円下がります。介護納付分につきましては、そ

れが１,５３７円下がります。１人当たりで２３４円の増ということで、これはほとんど江

迎町は１人平均にすると影響がないということでございます。 

 一方、７０ページ、７１ページ、鹿町町でございますが、同じく７１ページの二重丸の

部分でございます。医療給付費の分につきまして、佐世保市に合わせますと１人平均１万

１,３０８円、年間ですけれども上がります。後期高齢者の分でいきますと、４,０４４円

下がります。介護納付でいきますと１,３５８円下がります。トータル５,９０６円の増に

なります。月平均ですと４９２円ということで、１人平均は上がりますけれども、全体的

なことを考えていっても、このご負担は、佐世保市民は全員がそういうふうにやっている

わけでございますので、専門部会の中でも十分議論いたしましたが、これはもう佐世保市

に合わせましょうということで、この協議会でも提案をしていくようにした次第でござい

ます。 
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 なお、補足資料といたしまして、第３回の協議会の資料の２ページでございます。前回、

議論の中で収納率がどのようになっているのかということでございました。先ほど、税の

取扱いの中でも話が出ておりました、収納率でございます。佐世保市は、１９年度一般保

険者分で９０.６５％、トータルでいきましても１９年度９２.７％でございます。一方、

江迎町、鹿町町さんにつきましては、一般部分で９３.８７％、トータルで９４.８１％。

鹿町町が一般で９４.６２％、トータルで９５.４４％ということで、これも先ほどの答弁

ではございませんが、佐世保市が江迎町、鹿町町を見習わないといけないということじゃ

ないのかなと思っております。 

 なお、ほかの各市、町の状況もお示しをしておりますけれども、先ほどの会長のご答弁

じゃございませんが、都市部、人口が多いところが収納率がやっぱりどうしても低いとい

うのがこの資料で見てとれるのかなと思います。 

 それから、財政調整基金、どれくらい積み立てているんですかということにつきまして、

佐世保市としては年平均５％以上の相当額を積み立てるということをベースにしておりま

す。第２回目の協議会資料の７６ページでございまして、江迎町、鹿町町につきましては、

保有割合が、佐世保が５.９４％で、江迎が３２.０９％、鹿町が３５.８２％ということで、

両町におきましては３割以上の保有割合になっています。佐世保市が５％は超えておりま

すが、５.９％の状況だと、このことについてのご指摘があったろうとは思いますが、この

ような考え方でしております。 

 また、２ページに戻らせていただきますが、参考までに、旧佐世保市が合併しました４

町の場合に保有割合がどれくらいだったのかというのをお示しをしておりますけれども、

吉井が１２.７５％、世知原が２４.９８％、宇久が３０.１４％、小佐々が８.５２％とい

うことで、江迎町、鹿町町さんは基金の割合が高いということが言えようかと思います。 

 以上のようなことで、「国民健康保険事業の取扱い」につきましては、６７ページにお示

ししておりますようなことで取扱いをする。介護納付金分につきましても、合併年度はそ

れぞれ賦課している税率を用いて不均一課税と、翌年度から新市における税率の統一をし

ますということでございます。 

 よろしくご審議方お願い申し上げます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 松田委員。 

【江迎町松田委員】  今の説明の中で重複点があるかもしれませんが、私なりに疑問点

というんですか、お聞きしたい点がございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 今の賦課方式で４方式から３方式になるということで、江迎町の場合、合計すると２３

４円の増加、鹿町町の場合は５,９０６円の増加となるということでございました。それに

絡んで、佐世保市が４方式をとったらどうなるかとお聞きしようと思ったんですが、資産

割は廃止するということでございますので、もうそれを聞いても何もなりませんから、そ

れは別として、増加になりますが、それに比べて基金の保有割合が、佐世保市の場合は保

険加入者、被保険者数が７万３８３人おられます。全体から見ますと２７.７２％が国保に

加入しておられる方ということになりますが、江迎町の場合は１,９５７人で３３.２６％、

鹿町町の場合が１,７９１人で３４.６９％が国保に加入されておられます。 
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 そうした場合、何を聞きたいかというのは、１人当たりの基金の保有割合が、佐世保市

の場合は１万４,４５２円に当たります。江迎町の場合は６万８,９８３円に当たります。

鹿町町の場合は８万３,８７９円という金額になります。この差が大きいのですが、国保加

入者の被保険者間に不平等感が起きないのかどうか、この点をお聞きするところでござい

ます。 

 もう一つ、２点目については、国保運営について、佐世保市の場合、保険料の収納率に

問題があるように見受けられますが、滞納額が佐世保市の場合どれぐらいあるのかを確認

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  今の質問、保健福祉部会ですか。市民生活部。 

 はい、どうぞ。 

【市民生活部長】  市民生活部長の浦川でございます。基金の不平等感というご質問が

ございましたけれども、これは江迎町さん、鹿町町さん、パーセンテージが高くて、当然

人数で割ると金額が高くなるということでございます。 

 ここにも書いてあるとおり、厚生労働省からの通知に基づきまして、佐世保市も５％を

確保しておりますし、保険者の数で割りますと確かに低くなりますけれども、そういう１

人当たりの高い低いということよりも、この調整、基金の積み立ての額といいますか、パ

ーセンテージですね、５％の保有をしていくということが大事じゃないかなというふうに

思っておりまして、１人当たりの金額の不平等感というのは確かにございますけれども、

我々としては５％の基金の積み立てのこの数字といいますか、それを遵守していきたいと

いうふうに思っております。 

 滞納額につきましては、国保税課長に答弁させます。 

【国民健康保険課長】  国保課長です。ただいまありました平成１９年度の収納率の現

年課税分で、未収額が５億４,４８１万４,０００円になります。滞納繰越分が２６億５,

７００万６,０００円で、合計で３２億１８２万円ということになります。 

 以上です。 

【朝長会長】  松田委員、はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  基金の割合についての分は今説明がございましたが、基金の保有

額は５％でいいんだということで、私のほうとは若干の考え方の違いがありますから、そ

れはそれで佐世保市の課長さんに合わせてみたいと思いますが、というのは、今、病院に

入ったらおわかりのとおり、高度な病気というんですか、脳疾患とかいろんな、これは１

カ月に大体最高５～６百万かかるということをお聞きいたしております。そうしますと

５％で足りるのかなと私は考えますが、佐世保市のほうが言われるのがみんな正解でしょ

うから、それはそれとして、今、滞納額をお聞きいたしますと、５億４,０００万と２６億

５,０００万ですか、滞納額がある。そうしますと、３０何億滞納額があるような計算にな

ります。調定額を見させてもらいました。調定額は５１億３,５００万になっております。

これを割りますと６２.６％ですか、若干数字が狂ってくるかもしれませんが、６２％の滞

納額がある。ちょっと考えられないんですが、これは今後どういうふうに、何か回収の方

法があるのかどうかをお聞きして、質問を終わりたいと思います。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  部会長がされますか。はい、課長。 
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【国民健康保険課長】  それではお答えいたします。まず、先ほど高度療費のことにつ

いてちょっと話がありましたので、ちょっと触れたいと思います。全国の市町村国保の１

カ月のレセプトの最高額というのが先日発表がありまして、月額の最高額が４,１８６万円

ということです。先ほど５％ということでありましたけれども、江迎町と鹿町町の規模で

いけば、５％というのは基金が２,０００万円ぐらいという形になります。こういうふうな

高度医療の発生するような方が１人出てくれば、とても５％では維持できないというふう

に考えられます。先ほど、２ページの資料にありましたように、アのほうで５％以上の基

金の保有が必要だということで、保険者として規模が大きければ、５％持っていれば、佐

世保みたいに１０億を超える形ですので、高度医療の方が発生しても十分耐えられるとい

うふうに考えます。イのほうにあるのは、５％以上持っても中長期的に耐えられる部分に

ついて、先日話がありましたけれども、県のほうから２５％から３０％というのは、そう

いうふうな高度医療の発生したときに耐えられる分ということでは、小規模の保険者にと

ってみては５％では足りないんじゃないかというようなことで、そういうふうな国のほう

からの助言、指導があっていると考えます。 

 それから、収納率について話がありました。２ページの、先ほど説明されましたけれど

も、佐世保市の１９年度が９２.７０％ですね。そこの県の平均値を県のほうにお尋ねしま

したら、県の平均が９２.６４％です。ですから、佐世保市は若干上回っている状況になり

ます。それから、全国の１８年度の状況ですけれども、市部の平均は９０.０２％です。そ

れから町村部が９３.５２％、ここに３.５％の開きがあります。全国平均でしますと、９

０.３９％ということになります。 

 ですから、佐世保市としては、収納率としては都市部の中でも平均を上回っていますし、

先日もちょっと冒頭にありましたけれども、規模がやっぱり大きくなると動きが悪くて、

収納率を伸ばすのになかなか苦労がいるということで、佐世保市としても、ここに１８年

度から１９年度で０.４４％上がっていますけれども、１７、１８、１９年度と滞納処分等

を強化して、収納率の向上のためにいろいろ努力を現在しているところです。 

 江迎町さん、鹿町町さんが大分上にありますので、今後、合併するに当たって、こうい

うところを見習いながら、収納率の向上に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

【朝長会長】  よろしゅうございますか。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、ほかにございませんようですので、協議第１７号「国民健康

保険事業の取扱い」については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑤協議第１８号 

【朝長会長】  次に、協議第１８号「高齢者福祉制度の取扱い」についてを議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ７７ページでございます。協議第１８号「高齢者福祉制度の取扱い」につ
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いてでありますが、これは高齢者福祉制度の中の敬老行事についてのご提案でございます。

敬老行事、敬老祝金、敬老記念品、それから長寿祝金でございます。この分につきまして

は、佐世保市の制度に合わせましょう。ただし、敬老祝金については、合併年度のみ事業

を引き継ぐということで、先ほどご説明申し上げましたように、合併年度ということはほ

とんど期間がないということだろうというふうに想定されますので、実際に合併して、２

２年度からは佐世保市の制度に合わせるという理解でお願いをしたいと思います。 

 これについては、７８、７９ページに、それぞれ佐世保市、江迎町、鹿町町の状況を書

いておりますけれども、敬老記念品、あるいは長寿祝金については、佐世保市のほうがす

ぐれているので、これは特段問題ないんですけれども、敬老祝金のほうでございます。江

迎町は、８０歳に達していらっしゃる方について５,０００円を支給されていた。祝金だけ

で２７０万。一方で、鹿町町のほうは敬老祝金が７７歳、８８歳から９８歳と９９歳以上

ということで、対象者に９２万円程度のそれぞれ祝金の支給がありました。佐世保市も平

成１８年度まではございましたけれども、佐世保市はこれを廃止をいたしております。し

たがって、この分については、２２年度以降につきましては、佐世保市に合わせますので

事業がなくなりますが、そこは佐世保市に合わせるということでの提案をしているもので

ございます。 

 以上、よろしくご審議方お願いをいたします。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、何かご質問、ご意見はございません

でしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ございませんね。それでは、協議第１８号「高齢者福祉制度の取扱い」

については、原案のとおり決定することでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑥協議第１９号 

【朝長会長】  次に、協議第１９号「障がい福祉制度の取扱い」についてを議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ８１ページでございます。協議第１９号「障がい福祉制度の取扱い」につ

いてでありますが、この分は障害福祉制度の中で、障害者医療費助成、いわゆる福祉医療

についてのご提案でございます。このことにつきましては、佐世保市の制度に合わせます。

ただし、２町におきまして、合併前に対象者であった方につきましては、合併年度及びそ

れに続く３カ年間、各町の制度をそれぞれ適用しましょうということで、これは受給対象

の皆様方の急激な経済的負担の増を回避するということで、３カ年間経過措置を設けてい

きましょうということでございます。 

 前回もご説明申し上げましたけれども、身障者の１、２級、あるいは療育手帳保持者の

Ａ１、Ａ２の方、これについては佐世保市も両町も変わりませんけれども、身障者３級、

療育手帳Ｂ１の方につきましては、両町は８００円を超える額を助成ですから、対象者の

方は８００円までの負担でいい。一方、佐世保市は８００円を超える額の３分の２の助成

ということで、３分の１両町が手厚いんですよという話でございます。同じように、佐世
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保市は身障者手帳では支援がございません。そのような差がありまして、この福祉医療に

つきましては、両町の制度がサービスが高いということになりますが、両町に合わせます

と莫大な財政負担を伴うということで、３カ年間の経過措置を設けまして行っていきたい

ということでのご提案でございます。 

 以上、よろしくご審議方お願い申し上げます。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ご意見、ご質疑はないようでございます。それでは、協議第１９号「障

がい福祉制度の取扱い」については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑦協議第２０号 

【朝長会長】  次に、協議第２０号「入札・契約に関する事務事業の取扱い」について

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ８７ページをお開きください。協議第２０号「入札・契約に関する事務事

業の取扱い」についてでありますが、これにつきましては佐世保市の制度に統合いたしま

す。ただし、合併後最長５年間は、それぞれの地域性等を考慮した指名選定方法で対処い

たしましょう。ただ、こういった考慮した入札の指名選定の方法を継続するかどうかは、

３年間をめどにどうするかを協議しまして、取扱いを定めていきましょうということでご

ざいます。 

 これは、江迎町、鹿町町の特に建設関連の業者の皆様方が、佐世保市と合併することに

よって急激な経営環境変化を起こすということになりますと、問題があるのではないかと

いうことで、両町の区域内で行われる工事等につきましては、それぞれの地域の業者さん

をできるだけ選定をしてやっていきましょうというような、大きく言えばそういうことの

内容です。ただし、それをするということは、今、佐世保市内の工事を自分たちがチャレ

ンジして行いたいんですという方については、それまで、両方をとるというのはちょっと

よすぎますので、あくまでもその地域ということでやるということでございます。わかり

やすく説明しましたので、誤解を招かないようにしていただきたいんですが、そのような

措置をとりたいということでのご提案でございます。 

 よろしくご審議方お願い申し上げます。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、ご質疑、ご意見はございませんか。 

 はい、どうぞ。 

【江迎町新谷委員】  江迎町から参りました新谷と申します。質問というよりもお願い

というか、確認なんですけれども、非常にいい心の通った取り決めごとだろうというふう

に解釈をいたします。 

 ただ、今度の合併後の場合は、執行権者が江迎町の町長さん、あるいは鹿町町の町長さ

んではなくて、佐世保市のほうから公共工事という形で仕事が出ることになってくると思

います。従来、江迎町、鹿町町、それぞれの区域の中で、どの程度の公共工事が発注をな

されておったかというのは、僕は門外漢なので存じ上げませんけれども、いろいろな財政
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状況のこともあると思います。そういう流れの中で、若干の減少は仕方がないことだと思

いますが、それぞれの地域において、公共工事がそれなりに発注がなされるのか、その部

分について一定の配慮をしていただくということを確認させていただきたいんですけれど

も、よろしいでしょうか。 

【朝長会長】  はい、公共工事の事業量ですが、土木部長ですか。どなたですか。 

 契約管理室長。 

【契約管理室長】  鹿町町、江迎町の最近の工事の推移につきましてでございますけれ

ども、手元のほうに鹿町町のほうから資料をいただいておりまして、まだ江迎町のほうか

らいただいておりませんが、平成１５年以降、やっぱり公共工事につきまして厳しい環境

にございまして、年々減少していくという実情がございます。過去合併しました４町のこ

とで言いますと、合併した翌年には、合併効果等の関係でしょうけれども、工事量が増え

ておりますが、その後やはり公共事業については減少していくという傾向がございます。

これは多分、今回の例におきましても同じような傾向があるのかなというふうに思ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  今のご説明で、ご理解をいただけますか。 

 はい、どうぞ。 

【江迎町新谷委員】  その部分を確認したかったわけではありませんで、こういう時代

の流れですので、そういうふうになっていくっていうのは、これは皆さん、当然覚悟の部

分だというふうに思います。 

 私が申し上げたかったのは、開けた言い方をいたしますと、例えば、下水道の埋設工事、

敷設の工事というのが今江迎町では、やられております。そういう部分においても、お聞

きするところによりますと、佐世保市さんの場合は住民アンケート等をとられて、住民の

要望が強いところを優先的にということをなさっているというふうにお伺いをいたしてお

ります。そういうシステムで、例えば江迎町のほうにも同じようなアンケートをとった流

れの中でやるということになると、単純に下水道の敷設、あるいは公共工事の施工という

部分ではなくて、トータルでの工事の発注量というのが、極端に言いますと、江迎町とか

鹿町町ではなくなっていくというか、減速のスピードが速くなり過ぎるのではないかとい

うふうな少し不安を持ちましたので、そういう部分においても、流れの中で減っていく部

分はもう仕方のないことでしょうが、ある一定の配慮をもって各地区の公共工事もやって

いただけるのかなというところを確認させていただきたかったわけでございます。 

【朝長会長】  はい、どなたですか。財務部長。 

【財務部長】  財務部会からお答えを申し上げます。今ご指摘がありましたように、公

共事業全体は、国、地方とも大変厳しい財政状況の中で、２１年度の予算についてもマイ

ナス３％といったようなものが示されております。今度、総合経済対策が少し膨らむよう

な話も出ておりますが、基本的には緊縮傾向だろうというのは変わらないと思っておりま

す。 

 今ご質問の点につきましては、トータルとして仮に落ちる、あるいは落ちないとしても、

それぞれの地域で必要なものをどう配分していくかという話だろうと思いますので、例え

ば、それぞれのところに分野別の過疎計画でありますとか、いろんな分野での計画という
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のがありますので、その計画に上げられているものが妥当かどうかというものを検証しな

がら、限られた財源をどう配分していくかということになろうかと思います。 

 したがいまして、ある地域だけが何だか大きくなったり、小さくなったりというふうな

ことは、基本的にはないということだと思っております。当然、いろんな公共事業をやる

に当たって、例えば道路ですと、道路の改良率、舗装率、そういったようなものが地区ご

とに見た場合どうなのかといったようなことも考えながらやっていくということになろう

かと思いますので、そういう必要に応じた財源配分ということを当然考えていきたいとい

うふうに思っております。 

【朝長会長】  アンケートの話があったんですけれども、それについては水道局ですか。

下水道の話がありましたね。そういう形で進めていらっしゃるんですか。 

【水道局】  すみません、急に呼ばれて、質問の趣旨を聞いてなかったものですから。

私どもは、基本的には下水道を普及していって、環境の保護に努めておりますけれども、

要するに引いていただく方のご賛同をいただくというのが基本でございます。少なくとも

普及していく中での半分以上のご賛同を得ることが、私たちは基本的な要件と考えており

ます。下水道も企業会計ということで、やはり費用対効果ということも考えていかなけれ

ばなりませんので、地区の皆さんにアンケートをして、半分以上のご賛同を得たところか

らということで基本的に考えております。 

 以上です。 

【朝長会長】  よございますか。要するに、地区の住民の皆さん方のご理解があったと

ころからやっぱり進めないと、反対が多ければ進められないということからの話だと思い

ますので、そういうことでご理解をいただいてよございますか。 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございましたら、協議第２０号「入札・契約に関する事務事

業の取扱い」については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑧協議第２１号 

【朝長会長】  次に、協議第２１号「環境部会事業の取扱い」についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ９１ページをお開きください。「環境部会事業の取扱い」についてでござい

ますが、この分については、ごみ処理の収集回数について提案をするものでございます。

ごみ処理の収集回数につきましては、佐世保市の制度に合わせましょう。佐世保市の制度

に合わせるといたしますと、可燃ごみが週に２回、不燃ごみを月に１回、資源物を月に２

回収集とします。粗大ごみにつきましては、電話予約等によりましての随時個別訪問収集

としますということでご提案しておりますけれども、９２ページ、９３ページにその状況

についてお示しをしておりますが、ご承知のとおり、江迎町、鹿町町におきましては、北

部塵芥一部事務組合で共同の処理をしていらっしゃいまして、家庭系ごみでいきますと週
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３回、これは佐世保市の場合は週２回ということで、１回減るということになります。そ

れから、不燃物につきましては、佐世保市が月１回に対しまして、江迎、鹿町は月２回。

資源物は月２回収集で、基本的には変わらない。粗大ごみの収集につきましても、江迎町

につきましてはステッカーを張って出すというようなことでお伺いをしているところでご

ざいます。 

 これについては、佐世保市に合わせましょうというのが調整方針でありますけれども、

佐世保市民は、私も市民の一人でございますが、週２回収集で家庭ごみは十分対処させて

いただいております。旧４町との合併のときも、佐世保と合併してえらいサービスが悪く

なりますよねというようなご意見もあったんですけれども、実際に、十分事前に説明をし

て、周知を図りながらやらしていただくことによって、そう大きな不満、不平等は、この

件については出てきておりませんでしたので、ぜひこういう内容で協議を進めさせていた

だきたいということでご提案するものでございます。 

 よろしくご審議方お願い申し上げます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、ご質疑、ご意見はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、協議第２１号「環境部会事業の取扱い」に

ついては、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたしました。 

 以上で、協議事項につきましては終了をいたします。 

 ここで休憩をとりたいと思います。再開は１０時５０分からといたします。 

（午前１０時３５分休憩） 

（午前１０時５０分再開） 

【朝長会長】  それでは、時間になりましたので、再開をさせていただきます。 

 

（３）提案事項 

①協議第２２号 

【朝長会長】  次に、提案事項に入りますが、これから提案される案件は、本日の提案

を聞いた上で、次回協議会で議論し、決定していくことになります。本日は事務局の説明

を聞いていただいて、不明な点やご意見などを出していただければと存じます。今回は、

会議次第にお示ししてありますように７件を提案しております。内容的にボリュームがあ

るようでございますので、１件ごと進めたいと思います。 

 それでは、協議第２２号「財産・負債の取扱い」についてを議題といたします。事務局

の説明を求めます。 

【事務局】  「第３回協議会次第」の会議資料の３ページをお開きください。協議第２

２号「財産・負債の取扱い」についてでありますが、江迎町及び鹿町町の財産、これは、

財産といたしましては、後で詳しく説明いたしますけれども、公有財産、物品及び債権並

びに基金等でございます。及び負債、これは地方債、債務負担行為等でございますが、こ

れらにつきましては、すべて佐世保市に引き継ぎますという内容でございます。 
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 以下、財産内容等につきましてご説明申し上げたいと思います。 

 資料の４ページ、５ページに、行財政調書ということでお示しをしております。表を見

ていただきたいと思います。まず佐世保市、江迎町、それから鹿町町にわたりまして、財

産、これは全部１８年度末の決算で数値をあらわしております。この４ページ、５ページ

の資料は、総括的な表でございまして、今佐世保市に財産は、基金はどれくらいあります

よ、債権はどれくらいありますよというのをすべて総括的にここに書き込んでおります。

この財産の取扱いを論議する前には、町とか市に財産区があるのかどうかをまず確認をい

たします。佐世保市に財産区はございません。江迎町、鹿町町も財産区はございませんの

で、財産区を設ける必要がないということをまず確認をいたしました。 

 それから、４ページの資料の右側の半分下のほうに参考事項というのをお示ししており

ます、ここに説明を加えたいと思います。編入合併の場合につきましては、「財産・負債の

取扱い」は編入をする佐世保市が引き継ぐというのが原則的な考え方であるというのがま

ず第１点でございます。それから、江迎、鹿町での財産の経緯、あるいは条例等の趣旨を

尊重しながら運用をしていかなければいけないでしょうということを２点目に挙げており

ます。３点目は、江迎、鹿町町では現在財産区の設置はないということでございます。 

 次ですが、一定規模以上の財産の処分や負債の増加は、相互に連絡し合うことでの申し

合わせを行いましょうということにいたしております。一定規模以上というのは、特段、

何千万円ですよとか、どれくらいの規模ですよというようなことは、具体的には示してお

りませんけれども、要は考え方として、合併協議について大きな影響を与えるようなもの

については相互に連絡を取り合いましょう。要は、言いかえますと、駆け込みはお互いに

はやりますまい。せっかく合併するのだから、この機会にこういうのをしておこうかとい

うことについては、お互いにやめましょうよということを申し合わせるものでございます。

ただし、どうしてもお互いに必要な事業というものがございますので、それはそれを出し

合いながら協議をしていきましょうということでございます。 

 次にその他、両市町が加入する一部事務組合における財産・負債の状況というのをお示

ししておりますが、これは１市２町だけではなくて、それぞれ、特に町の皆様方につきま

しては、一部事務組合でいろんな事業を運用していらっしゃるところがございます。そこ

に借金があったり、基金を積み上げたりということをしていらっしゃいますので、その分

もここでご報告するということにいたしておりまして、例えば佐世保市におきましては広

域圏組合、これに対して１２億の基金を持っております。江迎町関連では、いわゆるごみ

の処理組合の北部塵芥処理組合に対しまして、借金残高、地方債残高が１億１,７００万程

度ございます。同じように、北松南部清掃一部事務組合というのは、し尿を共同処理して

いらっしゃる組合でございますが、ここに対する基金積立金として２,９００万ほどある。

また、江迎、鹿町、両町で、鹿町・江迎給食衛生一部事務組合というのをつくっていらっ

しゃいます。この基金の残が１８０万程度ございます。また、松浦地区火葬場組合、これ

に対して基金積立金が１７０万ほどある。一方、松浦地区消防組合につきましては、江迎

町分で１,１３０万ほどの地方債、借金残高があると。鹿町町も同じようなことでそこにお

示しをしているとおりでございますので、ご参考にしていただければと思います。 

 続きまして、６ページをお開きください。佐世保市の基金は、トータルで今１８３億ご

ざいます。一方、江迎町がトータルで１８億９,３００万、鹿町町は７億６,９００万とい
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う状況でございます。また、基金の種類もそこに書いておりますように、同じような基金

もございますし、それぞれ市、町において独特の基金もあるということでございます。上

から二つ目、減債基金と財政調整基金、これはそれぞれ１市２町、これはどこの市町村で

もございますけれども、これがいわゆる一般的に使える基金であるという理解をしていた

だければと思います。 

 なお、先ほど説明申し上げましたように、これは今の時点、平成１８年度末の数値でご

ざいまして、当然、今１９年度が終わりまして、今２０年度でございます。２１年度でま

た新たな予算編成もお互い進捗していく必要がございますので、この基金の額は変動する

ものであるということでご理解をお願いしておきたいと思います。 

 それから、次、７ページにつきましては、債権についてそれぞれ書いております。佐世

保市はここに書いておりますような債権で、合わせて１７億６,０００万ほどの債権を持っ

ております。江迎町につきましては、トータル２２億２,７００万程度。一番大きいものが

上から３番目の北松中央病院に対する貸付金の２１億４,７００万、これが大きくてこのよ

うな債権を持っていらっしゃるという状況でございます。それから、鹿町につきましては、

２,９００万ということで２件の債権がある。 

 次に９ページでありますが、財産の中で土地、建物、これは行政財産、それから普通財

産、行政用語で申しわけないんですが、行政の用に供する財産とそれ以外の財産というふ

うに理解していただければと思いますが、佐世保市が１,６９７万平米ぐらいの土地を持っ

ておる。建物にいたしまして１１４万平米と。江迎町が、土地として１６１万平米、鹿町

町が４０１万平米というような状況でございます。 

 これを聞いてもぴんときませんので、参考までなんですが、佐世保市の全面積が３６３

平方キロメートルです。この１,６９７万というのは、その４.７％に当たります。江迎は

３２平方キロメートルでありますから５.１％、鹿町が３０平方キロメートルでありますの

で１３.３％。トータルしますと佐世保市、２町で大体全体の５.３％ぐらいの土地を持っ

ているんだというようなことで理解していただければと思います。 

 それから、１０ページ、１１ページでありますが、普通財産の中の山林等々につきまし

て、どのような状況なのかというお示しをしておりますので、後で詳しく見ていただけれ

ばと思います。 

 それから、１２ページにつきましては、その続き、無体財産、有価証券、出資による権

利等についてお示しをしておりますが、ここでの特徴的なことを申し上げますと、出資に

よる権利、（７）の部分で、江迎町さんが１４億４,７００万ございますけれども、これも

主に北松中央病院の関係の出資が多いからこのような数字になっていると思われます。鹿

町町は６,１００万の出資ということでございます。 

 次に１３ページ、これから債務、いわゆる借金関係でございますが、まずこれは公営企

業以外の分をお示しをしておりますが、佐世保市におきまして、その下の表を見ていただ

きたいと思いますが、地方債残高という欄がございます。いわゆる借金残高が今幾らなの

か。佐世保市は、一般会計で１,１７２億円の借金残高でございます。あと特別会計を含め

まして、１,３８８億円の状況ということです。 

 一方、地方債が、一般会計、公共下水道につきまして、江迎町では特別会計で事業を運

営なさっておりますので、これも含めまして８４億６,０００万、鹿町町は５３億円程度の



 -20-

借金の残高。 

 債務負担行為、これも負債になりますので、債務になります。これが佐世保市は６７億、

江迎が７,２００万、鹿町町が１億３,４００万という状況であるということでございます。 

 あと、次の１４ページ以降につきましては、いわゆる公営企業について書いております。

佐世保市は、公営企業が水道事業、これは上下水道事業ですね。それから、次の１６、１

７ページになりますけれども、総合病院、それから交通局という公営企業を持っておりま

す。一方、江迎町、鹿町町につきましては、上水道事業はそれぞれ持っておりますが、下

水道につきましては、先ほど申し上げましたように江迎が特別会計で対応していらっしゃ

いますので、そちらのほうに入っている。公営企業としては入っていない。鹿町町は下水

道事業自体がございません。あと、当然、総合病院、交通局は佐世保市のみということで

ございますので、ご参照していただきたいと思います。 

 以上のように、この財産・負債については、佐世保市にすべてを引き継ぎますというこ

とでの提案でございます。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質問はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、これくらいで質疑をとどめます。 

 

②協議第２３号 

【朝長会長】  次に移ります。次に、協議第２３号「特別職の身分の取扱い」について

を協議いたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  １９ページでございます。協議第２３号「特別職の身分の取扱い」につい

てでありますが、江迎町、鹿町町の常勤の特別職、これは町長、副町長、教育長さんでご

ざいます。この身分の取扱いについては、１市２町の長が別に協議をして定めましょうと

いうことにいたしております。 

 次、２０ページをお開きください。そこに旧４町の例、それから今、江迎、鹿町町の特

別職の現状ということで、江迎、鹿町の町長、副町長、教育長さんの任期等をそこにお示

しをしております。 

 一方、この旧合併４町、吉井、世知原、宇久、小佐々でこの特別職の取扱いをどのよう

な形で行ったのかということでありますが、その提案内容としては全く同様でございまし

て、１市１町、あるいは１市２町の長で協議をして定めるということにいたしておりまし

て、具体的に吉井、世知原におきましては、１年間非常勤嘱託理事ということで町長さん

に嘱託理事になっていただいて、佐世保市は小規模自治体の運営とか経験がございません

ので、小規模自治体を運営するというノウハウ、あるいは町政を担当してこられたことを、

佐世保市の政策にアドバイスをいただくということで、１年間理事として対応していただ

くようにいたしました。これについては、世知原町長さんはみずからご辞退なさいました

ので、結果的に吉井町長様が１年間理事としてアドバイスをいただきました。あと宇久町、

小佐々町におきましては、原則どおりという言い方はどうなのかと思いますが、合併と同

時に失職をされている。助役、収入役、教育長さんを含めて、そのような町長協議によっ
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て対応をされてきた経過があるということでございます。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、何かご意見、ご質問はございません

でしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、次に移りたいと思います。 

 

③協議第２４号 

【朝長会長】  次に、協議第２４号「条例・規則等の取扱い」についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  協議第２４号「条例・規則等の取扱い」について、２１ページでございま

すが、このことにつきましては、佐世保市の条例・規則等を適用しましょう。ただし、江

迎町、鹿町町のみに適用のある条例、あるいは規則等のうちに、佐世保市に引き継ぐもの

につきましては、現行の例によって新たに条例・規則等を制定をしましょう。それから、

今合併協議をしていただいておりますけれども、このような合併協議、あるいは事務事業

の調整等々を対応していきながら、各種事務事業等の調整方針と関係する条例、規則等に

つきましては、その調整内容等を踏まえて所要の改正を行いましょうというような提案を

するものでございます。 

 理由の欄に掲げておりますけれども、編入合併の場合につきましては、編入される江迎

町、鹿町町の条例、規則等は、合併と同時に自治体がなくなりますので、当然、条例等も

なくなるということでございます。失効して、編入をする佐世保市の条例、規則等に統一

されるのが基本的な考え方であるためでございます。 

 次に、２２ページ、２３ページにその内容を示しておりますが、佐世保市におきまして、

条例が３００、規則が３３６、規程その他、これは、佐世保市は規程のみでございますけ

れども、合わせて７７１の条例、規則等がございます。例規集をインターネット上で公開

もいたしております。江迎町におきましては、今条例が１６４、規則が１２０、規程その

他が８６で３７０。一方、２３ページでありますけれども、鹿町町におきましては、条例

が１５１本、規則が１０６、規程その他が４４、合わせて３０１。３０１から３７０とい

うのが両町の状況でございます。 

 ちなみに旧４町の場合でご説明申し上げますと、旧４町と合併を佐世保市がいたしまし

て、旧４町の協議の中で、新たに制定をいたしたのが６５本で６％、一部改正等を行って

統合したものが２１０本で１９％、廃止、失効したものが８５１本で７５％、合わせて１,

１２６本、このような調整結果になっております。 

 今ご説明申し上げましたように、条例、規則等の取扱いについては、佐世保市の条例、

規則等を適用します。ただし、必要のあるものについては、先ほど説明したようなことで

行いたいということで提案するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見、

ご質疑はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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【朝長会長】  ないようでございますので、質疑をとどめたいと思います。 

 

④協議第２５－１号 

【朝長会長】  次に、協議第２５－１号です。「一部事務組合・広域連合の取扱い（その

１）」についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ２５ページをお開きください。協議第２５－１号「一部事務組合・広域連

合の取扱い（その１）」についてであります。今回、ご提案をさせていただいておりますの

は、松浦地区火葬場組合、火葬料補助金について提案をするということでございます。 

 さきに私がご説明申し上げましたように、一部事務組合はほかにもございます。し尿、

あるいはごみ処理、あるいは消防、それ以外にもございますが、今回はその１ということ

で、その中の火葬場組合についてご提案をするということでございます。 

 まず、火葬場組合の取扱いをどうするのかということでありますが、江迎町、鹿町町は、

松浦地区火葬場組合との協議を経た上で、合併の前日をもって松浦地区火葬場組合を脱退

していただいて、以後、佐世保市においてその事務を行う。それから、２点目といたしま

して、松浦斎苑火葬料補助金については、佐世保市の事業に合わせることとします。ただ

し、合併年度及びそれに続く５年間の経過措置といたしますということにしております。 

 これについて、まず火葬場組合、一番下に書いておりますが、どういう構成になってい

るかといいますと、松浦地区火葬場組合は、松浦市、それから鹿町町、江迎町、それと平

戸市の一部、旧田平町のエリアを火葬場組合として構成されているということでございま

す。 

 ２６ページ、次のページをあけていただきたいんですが、実際この調整を検討するに当

たって、まずどういう状況かというのをご説明をいたします。まず、利用状況について、

１８年度実績で西部芳世苑、それから松浦地区火葬場と書いております。西部芳世苑、ご

承知の方が多いと思いますけれども、佐世保市の斎場でございまして、佐世保市は二つ斎

場がございます。宇久まで入れたら三つでございますけれども、大きく東部と西部に芳世

苑を持っております。ほとんどこちら、北松地域と言ったら失礼ですけれども、その地域

の方々、それから佐世保市民の北部、中央区の北部のほうが、どちらかというとこの西部

芳世苑を活用しているという状況です。 

 西部芳世苑で、江迎町の皆様方は１８年度で２件使っていらっしゃる例がありました。

ほとんど７４件は、松浦地区火葬場を活用なさっていらっしゃる。鹿町町でも５２件中、

西部芳世苑をお使いになるのは１件、松浦をお使いなのは５１件ということで、圧倒的に

松浦をお使いになっていらっしゃる状況である。これは当然、立地条件等でそうなってい

るのかなと思います。一方で、佐世保市は１,６７３件が西部芳世苑を活用していただきま

して、松浦地区火葬場で２８件ございます。この２８件は、主に吉井地域の住民の方々で

ございます。 

 実は、吉井、世知原と合併協議を行う際に、このことは同じように議論がございまして、

特に吉井地域が松浦市に近いものですから、特に吉井地域の北部の方々が、非常に松浦地

区火葬場組合の利用が多いということで、火葬場補助金等も火葬料補助金ということで経

過措置を５年間設けまして、今補助をしているところです。 

 一番下にちょっと施設の使用料及び補助金についてというのがございますが、西部芳世
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苑、あるいは東部芳世苑につきましては、佐世保市民の方は使用料が１万円でございます。

市外の方につきましては、今江迎町と鹿町町はまだ合併しておりませんので、今佐世保市

では市外扱いになりますけれども、合併をすれば当然市内扱いになるということです。今

５万７,０００円かかります。同じように、松浦地区では、管内というのは先ほど申し上げ

ました松浦、鹿町、江迎、田平でございますが、この方々は１万円と。松浦地区管外の方

につきましては、６万円ということになっております。 

 したがいまして、合併をして佐世保市民になっていただきますと、江迎町、鹿町町の町

民の方々は管外の居住者になるということになりますので、松浦火葬場を使えば６万円の

使用料をご負担いただくことになる。したがって、これについては、負担が急遽大きくな

るということで、半分の３万円、半額、２分の１の補助を５年間してはどうでしょうかと

いうことでの提案でございます。 

 ただ、ご参考までになりますが、この火葬料補助金につきましては、１市４町の場合も

いろいろ議論がございまして、実際３万円補助を出しても３万円負担しなければいけない、

ぜひ西部芳世苑をお使いくださいと、それが市の一体化ということにつながらないでしょ

うかというようなご意見もありましたので、披瀝をさせていただいておきます。 

 なお、実際に今、火葬場組合に対してどれくらい両町でご負担をなさるかというのを、

後先になって申しわけございません。２６ページの真ん中の資料でありますが、江迎町で

年間火葬場組合に６２０万ほどの負担金のご負担、鹿町町で５８７万円のご負担、合わせ

まして年間１,２０８万円のご負担をされているということでございます。 

 その下に、一部事務組合構成町、先ほど申し上げました松浦市を含んだ分でございます

けれども、それと清算方法等を含め離脱について今後協議を、本方針で決定した場合に行

うことになりますが、今事前に専門部会の段階でこのような方針でいくということについ

て、一部事務組合との事前の協議はさせていただいております。それを踏まえて今回提案

をしているということでございます。 

 離脱に当たって清算金が発生した場合には、佐世保市に引き継ぎましょうということに

しております。なお、吉井、世知原の場合はございませんでした。今のところは発生しな

いんじゃないかなと思っておりますが、何か出てくればこの協議会の中でも報告をいたし

たいと思います。 

 なお、２７ページ、２８ページに行財政調書をおつけしておりますが、特にここで申し

上げておく必要がございますのは、２７ページの右側の半分下のほうに、調整方針案・財

政シミュレーションとしておりますが、火葬料補助金が年間にどの程度必要になるのかと

いうことをお示しをしております。①の部分ですが、江迎の場合に年間２２５万の歳出を

５カ年間続けることになります。年間２２５万が必要になる。一方で、今、先ほど説明し

ましたように、負担金を６２０万ほどお支払いでございますので、仮に２２５万出しても

脱退することによる負担金が減りますので、３９０万程度の差し引きプラスになる。同じ

ように、鹿町町では４２２万円の差し引きになるということです。 

 それから、２９ページ、調整方針案の財政シミュレーションの部分でございます。実は、

佐世保市のこの西部芳世苑は今リニューアルしたばかりで、２０年４月からリニューアル

オープンをしておりますけれども、今、この計画に当たりまして、江迎町、鹿町町さんの

分までの計算はしておりませんで、１市（旧４町）までの分の計算をしておりましたので、



 -24-

２町の方々が芳世苑のほうをお使いになるとしますと、もちろん基礎はちゃんととってお

るんでございますが、１基増設する必要がある。増設する計画がもともとありましたけれ

ども、それをしていく必要がある。それには約３,０００万程度の経費を見込んでおるとい

うことでございます。 

 以上のように、この一部事務組合、松浦地区火葬場組合につきましては脱退をして、佐

世保市において行います。ただし、それによって影響を受ける町民の皆様方には、５カ年

間火葬補助金として半額の補助をして経過措置をとりましょうという提案でございます。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見、

ご質疑はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、これぐらいで質疑をとどめます。 

 

⑤協議第２６－１号 

【朝長会長】  次に、協議第２６－１号「使用料・手数料の取扱い（その１）」について

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ３１ページでございます。これも先ほどの一部事務組合と同じように、数

回に分けまして提案を申し上げたいと思います。その第１回分、「使用料・手数料の取扱い

（その１）」についてでございます。 

 まず、総括的な提案の考え方を申し上げます。使用料、手数料は、住民負担に配慮しつ

つ、新市の速やかな一体性の確保、このために原則として佐世保市の制度に統一をいたし

ます。ただし、江迎町、鹿町町の住民の皆様に影響が大きいものにつきましては、経過措

置を講じていきます。住民生活にかかわる主要な使用料、手数料の取扱いについては、別

紙のとおりということで、今回その下の項目に掲げておりますように、別紙項目を５件、

今回提案させてもらっております。戸籍・住民票・税証明などの交付手数料、保育所の保

育料、各種検診の自己負担金、上水道料金加入金、下水道使用料・受益者負担金というこ

とで、非常に町民生活に身近なことについての提案になりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 まず、３２ページをお開きください。１番目の戸籍・住民票・税証明の交付手数料でご

ざいますが、これについては佐世保市の制度に合わせましょう。合併に伴いまして、江迎

町、鹿町町住民の方々の印鑑登録証の切り替えについては無料といたしますということで、

これは佐世保市に合わせるということで提案を申し上げております。この参考の欄に掲げ

ておりますように、まず税証明関係が上の分でございますが、これは佐世保市と江迎が似

ておりまして、普通のものは３００円です。ただし、佐世保市は住宅用家屋証明が１,３０

０円ということで、これは佐世保市に合わせますと江迎町の皆様に負担増になる。一方で、

鹿町町は証明手数料普通２００円でございますので、これは佐世保市に合わせますと１０

０円上がる。住宅用家屋証明は佐世保と同様の１,３００円、これは負担は変わりません。

一方で、戸籍謄・抄本、それから除籍その他でございますが、特に３番目、住民票の写し

等につきましてが、佐世保と江迎は一緒でございます。３００円でございますけれども、

鹿町は２００円。印鑑登録証の交付につきましては、それぞれ違いがあると。再交付につ
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きましても違いがあるということでございますが、これらをすべて佐世保市に合わせまし

ょうということにいたしております。 

 額的に１００円、比率としては上がりますけれども、１００円の負担増、皆様方が役場

に行かれて証明を取るというのは、年に１回あるかないかぐらいだろう。それに１００円

負担が上がるということについても、これは一定の理解が得られるのではないか。これは

旧４町の合併もこのような取扱いをさせていただきまして、佐世保市に合わせるようにし

ておりますので、同じような取扱いをさせていただこうということでございます。 

 これにつきましては、３６ページ、３７ページにもう少し詳しく行財政調書として示し

ておりますけれども、３６ページの左の一番下のほうを見ていただきたいんですが、まず

この戸籍関係については、江迎町とはそう変わりませんので、江迎町民の負担の増は年間

でしても５万５,０００円程度でございます。ただ、鹿町町、３７ページにつきましては、

住民票の写し等が佐世保市、江迎町は３００円でありますので、１００円上がるという関

係から約５６万４,０００円程度の全体としての増でございます。ただ、件数から考えます

と、そう１人の負担が増えるというような話ではないということでご理解をいただけたら

と思います。 

 それから、次の３８、３９ページは、税務関係の証明の手数料であります。まず江迎に

つきましては、住宅用の家屋証明が３００円から１,３００円に上がりますので、これは１,

０００円上がるということになりますけれども、江迎町のほうにご確認をさせていただき

ましたが、年間で１０件あるかないかぐらいだそうです。したがって、ここは件数から見

ても佐世保市に合わせていただくということで適当ではないかということで提案させてい

ただきました。 

 ３９ページ、鹿町町におきましては、１００円上がりますけれども、そこは大目に見て

くださいということでございます。 

 戻ります。３２ページでございます。保育所の保育料についてでございます。これにつ

きましてご説明申し上げますが、これも佐世保市の基準額に合わせましょう。ただし、合

併年度は１市２町それぞれの保育基準額を適用しましょうということになりますが、実際

には、合併年度、先ほど申し上げますように、多分年度の後半、２１年度の後半になりま

すので、合併して２２年度からは佐世保市の基準額に合わせますということでございます。 

 実は、後で詳しく説明申し上げますが、保育料は佐世保市よりも両町のほうが相対的に

は安いです。安いですけれども、このような方針をとることにしております。何でかと申

し上げますと、実は専門部会の中でも十分話し合いを行いまして、２０年度、２１年度、

特に２１年度から、今佐世保市の保育料に見合うような改正をする方向でご検討していた

だいております。そこで、段階的に少しずつならして合わせていきながら、町民の保育料

をお支払いの皆様方に理解を求めていきたいということでございます。 

 これについては、４０ページを開いてください。佐世保市、今、保育園児さんが３歳未

満、３歳以上合わせまして４,４８０人いらっしゃる。一方、江迎町で１３３人、３歳児が

５７人、３歳児以上が７６人。鹿町町の設定が、ちょっとほかのところと比べて珍しいん

でありますが、３歳児未満と３歳児と４歳以上という区分けをしてありまして、それぞれ

３歳児未満が５１人、３歳児が３７人、４歳以上が８１人という状況でございます。 

 このような状況の中で、次に４２ページ、４３ページ、これは今どのような保育料をと
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るようなことにしているのかというのを示したものでございまして、一番左側に国と書い

ております。第１から第７までですね。国はこの区分で保育料を設定しなさいというのが

基本的な指導でございます。 

 それに対しまして、もう少し階層を区分けをしていきながら、それぞれの事情が世帯に

はあられますので、その世帯をきめ細かに対応していくために、それぞれ佐世保市におい

ても、江迎町、あるいは鹿町町においても区分を分けまして保育料の設定をしてあるとい

うことでございます。 

 概括的に申し上げますと、佐世保市の場合は、Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６という欄でございます

が、所得税が高い方につきましては、４万円の頭打ちでしてきております。考え方として、

佐世保市は国から１万円引きぐらいの保育料の設定でございます。これに対しまして、江

迎町のほうは、所得が上がる分については佐世保市よりも高うございますが、特に３歳児

未満につきましては、所得が低い、あるいはいわゆる第１、第２、第３段階等々につきま

しては、町のほうが比較的低い水準になっている。それを４３ページでは比較したもので

ございまして、これは単純に今の時点で比較しておりますので、それで申し上げますと、

実際に、額別人数という欄を見ていただきたいんですけれども、上がる方が５０人で、減

る方が６２人、同額の方が２１人。上がる方の中でも５,０００円上がる方が４人いらっし

ゃる、６,８００円が１人いらっしゃるということで、このような状況になっております。

現時点でですね。 

 それから次のページ、４４ページ、４５ページにつきましては、鹿町町の状況になりま

す。鹿町町は総じて保育料は安い設定にしていらっしゃいます。これについては、現時点

で比較いたしますと、増額なさる方が１２３人と多くて、減額になる方は２９人、同額が

１７人、総トータルで１６９人という状況でございます。ただ、表を後で詳しく見ていた

だければわかるんですが、その影響が大きいと言われる方につきましては、４歳児以上の

保育料の設定が、低い水準で設定をしてあるというのが一番大きな理由でございます。 

 私、先ほどご説明申し上げましたように、２０年度から、あるいは特に２１年度から佐

世保市の保育料をベースにして、段階的に２１年度の保育料の改正を検討なさって、２２

年度から全体的にならしていきながらやっていくということで、今検討されております。

それでいきますと、そう増額する方も増えてこない。特に鹿町町の４歳児の方につきまし

ては、上がるときに、もともとかかっていたのがそのままスライドされますよというよう

な方向に調整としてはなる方向でございまして、ここで見れば非常に上がるように見えま

すけれども、段階を踏んでいけば一定の状況にはなるのではないかということで、これは

正直申し上げまして、佐世保市に合わせることによって保育料負担が増える方、減る方い

らっしゃいますが、増える方が多いので、ご迷惑をかけるという言い方も失礼ですけれど

も、増える方は増えるということではっきり申し上げて、論議をしていただくというのが

一番よろしいと思いまして、そのように生の姿を提案しておりますので、よろしくお願い

をいたします。 

 戻ります。次が各種検診の自己負担金、３３ページに戻ってください。これにつきまし

ても佐世保市の事業に合わせるということで提案するものでございます。これは、４８ペ

ージをお開きいただきたいと思います。ここに今健康診査事業の検診について、佐世保市、

江迎町、鹿町町の状況を書き上げております。がん検診からその他の検診までですね。例
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えば胃がん検診でいきますと、佐世保市は４０歳以上が大原則でありますけれども、３０

歳代の方も受診可能としておりまして、４０歳以上の方は１,０００円の負担をいただいて

おります。３０歳から３９歳の方は３,０００円。一方で、江迎、鹿町の皆様方は、集団健

診でやっていらっしゃることもございまして、江迎町では４０歳以上は受診料５００円と

いう状況、鹿町町は４００円というような料金設定になっております。 

 全般的に見ておわかりのように、金額の設定につきましては佐世保のほうが高いという

状況でありますが、例えば下から３番目の骨粗しょう症検診等につきましては無料でして

おりまして、これは江迎町では未実施でございますし、歯周病患検診につきましても両町

は未実施ということで、佐世保と合わせることによって検診の範囲がぐっと広がります。

一方でまた、がん検診等につきましても、備考欄の佐世保市欄に書き上げておりますよう

に、例えば国民健康保険の加入者、７０歳以上の方、生活保護世帯、市民税非課税世帯に

つきましては、無料でご提供させていただいておりますので、全般的に、受診料だけじゃ

なくて、トータルを見ていただきます。佐世保市のほうがすぐれているのではないかとい

うことで佐世保市に合わせるという提案をしているものでございます。 

 ３３ページでございます。ここは大事なところなので、詳しく説明しておりますのでご

了承いただきたいと思います。 

 上下水道料金・加入金についてでございます。 

 まず、上水道料金でありますが、提案内容といたしましては、佐世保市の制度に合わせ

ましょうということにいたしております。参考欄にも掲げておりますが、水量が少ない分

については佐世保市のほうが安うございます。その境目が、江迎町の場合は３４立米でご

ざいます。３４立米までは佐世保市が安い。一方で、鹿町町との比較におきましては、２

１立米までは佐世保市のほうが安くて、それを超えますと町のほうが安くなるということ

になっております。 

 米印欄に今、市としては１カ月当たり、普通の一般家庭でどれくらい使われているでし

ょうかということを出しておりますが、佐世保市が平均で１カ月１４.６立米です。江迎が

１５.１、鹿町は１６.８という状況になっております。江迎で３４立米まで、鹿町で２１

立米までですから、この範囲内でございますので、普通の一般家庭につきましては、総じ

て佐世保市の料金が比較的安いので、それだけ安くなるからこのような方針を出している

ということでございます。 

 なお、次に制度の比較をいたしておりますが、一番大きな違いは、佐世保市は検針も料

金を払うのも２カ月に１度でございます。江迎町、鹿町町さんは毎月、佐世保市は２カ月

に１度にしております。その違いがございますので、そこはそういうことでわかっていた

だければと思いますが、この分についてはもう少し詳しくご説明したいと思います。 

 ４９ページをお開きください。一般家庭の方、あまり水を使わないところにつきまして

は、佐世保市のほうが相対的に安いので、これはこれとして理解いただけると思うんです

が、この中の調整方針・財政シミュレーションの右側の欄でございます。実は、江迎町の

大口の、実際水をたくさん使われる方、企業とかあるいは福祉施設だとか、そういうとこ

ろにつきましては、Ａ社につきましては年間２００万程度。どうしても佐世保の場合、水

量をたくさん使いますと料金が上がりますので、上がってくるということで、１００万前

後、１００万以上ぐらいのところをここにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄでお示しをしておりますけれど
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も、サービス業でありますとか福祉施設等々におきまして、これくらい各社で見れば負担

増のところが出てきます。 

 同じように５０ページでございますが、鹿町町、大口３社を挙げております。１００万

以上ぐらいのところなんですが、特に鹿町のＡ社と書いておりますが、そこでは年間２,

０００万程度の、非常に水を使う会社がございまして、ここが大きく増えます。あと１９

０万、あるいは１１０万程度の負担が増えるというところが出てまいります。 

 会長、幹事会、専門部会でもここは十分議論をいたしたところでありますが、先ほど経

過措置を設けること等についてずっと今まで説明を申し上げてまいりましたけれども、全

体の中で調整をするというのが大原則でございまして、ここの案件を特例とか経過措置を

設けますと、じゃあ、どこで線を引くのですか、例えば、自分のところは５０万上がった

にしても、企業規模からいけば負担が大きいですよというような話もあるかもしれません。

非常に難しい部分でございまして、小佐々との合併協議の例をお伝えしておきます。 

 ある社につきまして年間の水道料が２,０００万強ぐらい増えるということで大きな議

論になったんですが、結果的にこれはやむなしということで、合併協議が調ってきた経過

がございます。これもはっきり現状を申し上げておく、都合が悪いことをはっきり言って

おかないと、こがんことは合併協議会の中で出てこなかったと、水を扱う企業にとっては

大きな問題だという話があるかもしれませんので、ここはきっちり説明しておきたいと思

います。 

 ただし、なかなかこれを調整し、特例・経過措置をとるというのはなかなか難しいとい

うことで、非常に厳しい内容ではございます。一般家庭はよろしいんですけれども、こう

いう問題も出てきます。しかし、それはなかなか特例をとるというのは難しいということ

で、ご提案申し上げたということでございます。 

 ３３ページの下のほうでございます。加入金でございますが、上水道の加入金について、

これも新市全域におきまして佐世保市の制度を適用するということで、現在両町の皆様は

加入金がございません。佐世保市と合併をいたしますと、加入金を取らせていただくよう

になります。ただし、今既に両町で実際水道を使っていらっしゃる方は、新たに取ること

はいたしません。新たに家を建てたりして、新たに使うという場合に、それから加入金を

取らせていただきますということにいたしております。既存で今使っていらっしゃる方か

らは加入金を取らないという取扱いをさせていただくということでございます。 

 それから、３４ページ、下水道使用料及び受益者負担金についてでございます。これは、

鹿町町は下水道がございませんので、佐世保市と江迎町の調整ということになるわけであ

りますが、この下水道使用料につきましても、佐世保市の制度に合わせましょうというこ

とにいたしております。 

 表を見ていただけますでしょうか。これも境界線が、６８立米までは佐世保市のほうが

安く、６８立米を超えますと町のほうが割高になりますということで、これも先ほどの平

均処理量、これは上水道と同じでございますけれども、１４から１５立米になりますので、

一般家庭の皆様方については、むしろ料金を佐世保市に合わせることによって料金は比較

的下がります。ということが言えます。 

 ただし、先ほどの上水道と一緒で、これも下水も水を使うことに変わりはございません

ので、大口の使用者につきましては上がるところがあるということで、これも５３ページ
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に江迎町の例で大口２社、１年間で、１社は１９０万程度、Ｂ社で８０万程度上がるとい

うようなことが発生するという状況でございます。しかしながら、調整方針についてはや

はり佐世保市に合わせましょうという、随分議論いたしましたが、それが一番適切じゃな

いかということでご提案を申し上げているものでございます。 

 それからもう一つございます。３４ページに戻ってください。下水道受益者負担金につ

いてですが、これについては、佐世保市と江迎町の負担の仕方が全然違いまして、３５ペ

ージを見ていただければおわかりになるんですけれども、佐世保市は１００坪当たり幾ら

ですという負担を、地域ごとに負担区を、エリアを定めておりまして、それぞれ第１区か

ら第７区まで、平米あたりの金額で定めています。一方、江迎町におきましては、いわゆ

る水道メーターの口径、何ミリをお使いになっていらっしゃるのかということで、負担金

を取られていらっしゃるということで、これは二つを統合するというのはなかなか難しく、

例えば第８区を江迎町にして、このような今江迎町がしていらっしゃる負担をそのまま取

り込んで運用していきましょうということで、これが第８区になるかどうかはわかりませ

んけれども、江迎町のこの負担額をそのまま持ってきたいということでの提案でございま

す。 

 ちょっと長くなりました。非常に住民生活に密着する部分でございますので、詳しく説

明を申し上げました。説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご質問、

ご意見はございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、これぐらいで質疑をとどめまして、次に移ります。 

 

⑥協議第２７号 

【朝長会長】  次に、協議第２７号「附属機関等の取扱い」についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  まず１点、お願いがございます。ちょっと私、説明が長過ぎまして、もう

１１時４５分近くなっているということでございますので、説明が少し簡単になることを

お許しいただきたいと思います。 

 ５７ページでございます。協議第２７号「附属機関等の取扱い」についてでありますが、

これについては、１市２町に置かれている附属機関等につきましては、原則として佐世保

市に統合します。なお、両町独自に置かれている附属機関等につきましては、実態を考慮

した上で、新市におきまして必要に応じて設置をすると。それから、附属機関等の委員構

成につきましても、必要に応じて両町の地域性に配慮した適切な措置を講じたいというも

のでございますが、まず、５８ページ、５９ページ、これは行財政調書になりますから、

Ａ３で大きくしているものもございますが、これを見ていただきたいと思います。 

 今、佐世保市におきまして、附属機関は、法律によるもの、条例によるもの、またそれ

に準じた機関を合わせまして１３０ございます。江迎町は４４、鹿町町は４３ある。同じ

ようなものについては一本化できます。町独自でしていらっしゃるものについては、新市

でそれが必要なのかどうかを判断した上で必要なものについては引継ぎましょう。新市の

中では、これは新たに必要ないんじゃないかというものにつきましては廃止を、引き継が
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ないというようなことで整理をしているものでございます。 

 ちなみに、法律によってしているもの、例として６０ページ、６１ページに挙げており

ます。佐世保市、江迎町、鹿町町、それぞれ書いておりますが、三つともある分について、

例えば固定資産評価審査委員会、これは佐世保もありますし、当然法律に基づいてあるも

のですから、江迎町、鹿町町もある。これについては佐世保市に一本化されます。という

話になります。例えば、協議を要するものが下から２番目、地方独立行政法人評価委員会

というのは、江迎町だけにある制度です。これは、多分北松中央病院の経営に対する評価

委員会ということで、これは新市においても必要であれば、そのまま佐世保市としてこの

附属機関を設置するかどうかを検討して決めていかなければいけないことになります。そ

れを詳しく、条例ごとに、あるいはそれ以外にということで、資料の７３ページまで、全

部調べ上げましてここに書いておりますので、後で見ておいていただければと思います。 

 それから、佐世保市の附属機関は原則、委員構成が学識経験者、例えば何々団体が代表

で出しているかとかそういうものが多うございます。地域性を考慮したものというのはそ

うたくさんございませんが、そんなものがある場合については、当然、江迎、鹿町に配慮

していきながらやっていくということになるということでございます。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見、

ご質問はありませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、質疑をとどめます。次に移ります 

 

⑦協議第２８－１号 

【朝長会長】  次に協議第２８－１号「補助金・交付金等の取扱い（その１）」について

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ７５ページをお願いいたします。これも補助金、交付金等の１回目でござ

います。まず、総括的な提案の考え方についてご説明申し上げますが、補助金につきまし

ては、過去の経緯、実情を踏まえつつ、その公益上の必要性や内容を検討した上で、次の

とおり調整を行うということで、一つが、同一または同種の補助金制度については、原則

整理、統合を行いましょうと。独自の補助金制度については、他の補助金制度との均衡を

考慮しながら調整しましょうということで、これも主要な補助金、交付金等について別紙

として、それぞれこの協議の中で合意をいただきたいということにしておりまして、今回

の提案は２件、遠距離通学費補助金と合併処理浄化槽補助金、この二つについて提案申し

上げております。 

 ７６ページをお開きください。一つが遠距離通学費補助金についてでありますが、この

分につきましては、特に鹿町町におきまして、通常、例えば小学校でありますと４キロ未

満、中学校でいきますと６キロ未満については、補助制度は通常はございません。だから、

特別に鹿町の政策ということでなさっているというものでございます。通学路がきちっと

整備できていない状況もあるので、なさっているというふうにお伺いしておりますが、こ

れについては、一挙に佐世保市の制度に合わせるということになった場合に、ちょっと影

響が大きいのではないかということで、まず原則は佐世保市の制度に合わせます。ただし、
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合併することによって、鹿町町で通学距離４キロメートル、６キロメートル未満の小中学

生で補助を受けていらっしゃる方については、合併年度よりそれに次ぐ３カ年間は経過措

置を設けましょうということでございます。ただし、取扱いは次の三つを掲げております。

一つは校内学校に在籍する間のみとしましょう。これは、例えば小学校４年生でしたら、

４、５、６年の３カ年間補助を行っていくということになりますね。ところが、５年生、

６年生は、２年間とか１年間の補助。新たにまた中学校は中学校でということになります

ので、あくまで学校に在籍する間のみということと、それから鹿町町の４キロ未満の小学

生の実際に補助する金額についてでありますが、第１子の方、一番上の子供さんについて

は４分の３の補助をしていらっしゃいます。２子以降の方につきましては、保護者の方に

５００円まで負担してもらって、それ以上は取りませんという形になります。ただ、これ

も４分の３に統一をさせてください。６キロ未満についても同じように４分の３で統一を

させてくださいということです。それから３点目といたしまして、今までは定期券を一括

購入してなさっていらっしゃったという経緯があるんですが、これについては申請による

補助方式へ変更をさせていただきます。これは佐世保市では全部やっておりますので、そ

れに合わせていただく。 

 実は、小佐々町の場合もこの遠距離通学補助金の経過措置を設けておりますが、同じよ

うに申請による補助方式ということで整理をしてきた経過がございます。したがって、そ

の４キロ未満につきましては、３年間経過措置を設けて４分の３の補助をしましょう。そ

れから、４キロメートル以上、６キロメートル以上の方の２子以降につきましても、今５

００円の負担ですが、これも４分の３に合わせていただきましょうという提案をいたして

おります。 

 詳しくは７８、７９ページに書いておりますけれども、これはちょっと今日、時間の関

係がございますので、次回まで十分時間がございますので、じっくり読んでいただければ

と思います。 

 次に、２番目の合併処理浄化槽補助金についてでございます。これにつきましても、佐

世保市の制度に合わせましょうと。もともと合併浄化槽の補助金自体が国の補助制度でご

ざいますので、基本的にはほとんど変わりませんけれども、違いが申請者の居宅、住宅の

ところは佐世保市も２町も同じなんですけれども、居宅以外のところについては、佐世保

市は半額です。ここで影響が出てくるということはございます。 

 ただ、これにつきましては、資料の８１ページに江迎町の状況、佐世保市の状況を書い

ておりますけれども、その右側の一番下の欄に、申請者住居以外の方の例を３カ年間調べ

ていただきました。そしたら３カ年で１件だけでございます。同じように、８３ページの

ほうに鹿町町の状況を掲げておりますけれども、これも１７、１８、１９年度、３カ年間

で１件だけが申請者居宅住居以外ということになっておりますので、この件数から見てほ

とんどないという状況で整理をできるのではないかということで、７７ページに戻ります

けれども、佐世保市に合わせましょう。両町、申請者住宅以外の申請はほとんどないので、

合併後の影響は少ないと考えられるからこのようにするということで提案するものでござ

います。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意
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見、ご質疑はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、質疑をとどめたいと思います。 

 以上で、提案された議案、協議第２２号から協議第２８－１号の７件につきましては、

終了いたします。 

 これらの項目につきましては、次回の協議会で結論を得ていきたいと思いますので、よ

ろしくご検討のほどお願いをいたします。 

 

（４）報告事項 

【朝長会長】  それでは、次に報告事項に移ります。 

 報告第３号事務事業の調整結果報告（調整案件 Ｂ以下 幹事会調整事項）については、

報告第３－１号「契約監理部会の事務事業の取扱い」についてから、報告第３－６号「農

業委員部会の事務事業の取扱い」についてまで、一括して事務局の説明を求めます。 

【事務局】  別冊ということで、報告第３－１号をまず見ていただきたいと思います。

「契約監理部会の事務事業の取扱い」についてでありますが、まず、表の見方についてご

説明申し上げたいと思います。１ページをあけていただきたいんですが、最初に大、中、

小項目、細目、その後に１市２町の比較ということにしております。たまたまこの契約監

理部会はすべて丸がついておりますが、この丸の意味ですけれども、制度をお互いに実施

していて、同じような制度の場合はこの丸をつけております。実施してない場合はバツを

しております。 

 それと、参考までに一番最後の３－６というのを見ていただきたいと思います。３－６

が、「農業委員部会の事務事業の取扱い」というのを見ていただきたいんですけれども、よ

ろしゅうございましょうか。ここを見ていただくと、１市２町の比較の部分が、例えば農

業委員業務については、佐世保市が丸、江迎町、鹿町町は二重丸にしております。これは

比較検討して、どちらかと言えば住民から見てサービスが高い、あるいは負担が低い、こ

のようなものについては二重丸と丸の差をつけております。 

 その次の補助金・交付金等の取扱いの農地集積協力金、小項目の欄でございます。佐世

保が一重丸で、江迎町がバツ、鹿町町は二重丸。これはそれぞれ、江迎町は制度がない。

佐世保市はあります。鹿町町もありますが、佐世保市と鹿町町を比較した場合、比較的鹿

町のほうがサービスがいいなというようなものがこのような表示になっております。とい

うことで、このような見方をしていただければと思います。 

 契約監理部会に戻っていただきたいんですが、そのようなことで１市２町の比較が書い

てあります。それから、調整方針でありますが、これはどういった調整で幹事会までで決

めたのかというのが書いてあります。比較結果というのは、その調整方針を定めるに当た

りまして、特に特徴的なこと等を比較結果として掲げております。 

 それから、協議ランクはＢ、Ｃ、Ｄ、第１回目のときにご説明いたしましたけれども、

Ｂランクと書いておりますのは、ほとんど内部事務的なことで、住民サービスに直接影響

がかからないものがＢランク。Ｃランクはほとんどサービスが同じもの。Ｄランクは、違

いがあるけれども、影響が非常に大きいとまでは言えないもの、影響が小さいものがＤラ

ンクというような大まかな分け方をしておりまして、専門部会のほうでランクづけをして、
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このランクでいいのかどうかを幹事会まで諮りまして、お手元に示しています。分科会と

いうのは、実際にかかわる佐世保市の課、町でいう係を代表して佐世保市の課の名称を使

っております。 

 ページと書いておりますのは、例えば一番上の建設工事の施行規則でいきますと、１ペ

ージ、２ページにそれぞれ行財政調書をつけておりまして、佐世保市と江迎町、鹿町町の

比較の中で、このような制度にしましたよというのがわかるように、行財政調書をすべて

つけております。 

 まず、この契約監理部会、７件ありますけれども、内部事務的な取扱いを定めるもので

ございまして、幹事会の中でこの制度に合わせる、あるいは必要ないということでご決定

をいただいているものでございます。詳しくは、それぞれ行財政調書を見ていただければ

と思います。 

 今後、すべてこのような形で報告をしていきたいと思いますが、実はまだ最終集計をし

ておりませんが、このＢランク以下で八百数十件ぐらいを見込んでございます。今回出し

ておりますのが約６０件で、８％ぐらいでございまして、次回から資料が厚くなりますが、

２００件近くぐらいをお送りしたいと思いますので、気合いを入れて見ていただきたいと

思います。よろしくお願いしたいと思います。あくまでこれは協議会の報告です。すべて

これをやりますと３年ぐらいかかりますので、よろしくお願いいたします。 

 「土木部会の事務事業の取扱い」についてでありますが、同じような調整をしておりま

す。ここは、数点だけ説明を加えたいと思います。この総括表、事務事業管理表、市の手

数料の取扱いについてでありますが、道路占用料、河川占用料、法定外公共物占用料、こ

れについてはそれぞれ制度を持っておりますが、佐世保市のほうが比較的高うございます

けれども、相手様が九電さん、それから電柱関係はＮＴＴさん、それから一部地域の方が

いらっしゃいます。それぞれ地方税をほとんど減税措置をとっていらっしゃいます。それ

をどうするのかというのは専門部会のほうでやっていきますが、原則は佐世保市に合わせ

ていくということで提案しておりますので、後で読んでいただきたいと思います。 

 それから、土木部会の取扱いは、ここに項目を掲げておりますが、ここにつきましても、

ちょっと説明をすべてしますと時間がございませんので、このようなことについてはそこ

に書いておるような調整をしているんだということでお願いをしたいと思います。 

 なお、次のページの補助金・交付金等の取扱いにつきましては、佐世保市は里道補助で

草刈り、照明補助というのをやっているんですよということで、これは佐世保市の制度を

適用するというようなことで整理をしているということです。 

 次に、３－３号「契約監理部会の事務事業の取扱い」については、これはほとんどが内

部事務でございますので、佐世保市に合わせます。積算システム等を含めて、そのような

ことにしておりますので、後で見ていただけたらと思います。 

 次に、「選挙管理部会の事務事業の取扱い」、３－４号でございます。ここでは、５件ほ

ど調整を重ねておりますけれども、この中でご説明を加えたいのは、一番目の投票区割り

でございます。これについては、投票区割りの見直しを検討し、佐世保市に引き継ぐとい

うことにいたしておりますが、これは傍聴の方はちょっと行政調書をつけておりませんで

申しわけないんですが、委員さんの皆様では１ページ、２ページでございます。今、佐世

保市は、９４投票所が一般選挙でございます。江迎町、鹿町町は、江迎町が４投票所、鹿
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町が５投票所であります。佐世保市は９４投票所について、大体投票者数が平均２,２００

人ぐらい。多いところはたくさんありますよ。少ないところもありますが、平均で２,２０

０名。それを一つのベースに考えまして、一般的な投票所につきましては、それぞれの町

の選挙管理委員会のほうに投げかけをして、投票所の見直し、検討をしていただいて、そ

れを佐世保市に引き継ぐというようなことで、専門部会のほうで検討していただいており

ます。まだ、今、検討中ではございますが、過去の４町の例からいきますと、参考にまた

先ほど言いました１カ所平均で２,２００人ということを想定いたしますと、江迎町も鹿町

町につきましても、２投票区の方向で見直しが進められるのではないかというふうに想定

をされております。 

 後は参考にしていただきたいと思います。 

 それから、報告３－５号「監査部会の事務事業」でありますが、３件ございますけれど

も、これもほとんど内部事務のこと、あるいは監査委員は佐世保市の監査委員が代表する

ということを決めておるものでございまして、説明は省かせていただきます。 

 次に、最後、３－６号「農業委員部会の事務事業の取扱い」についてでありますが、６

件ございますが、証明手数料につきまして、１ページ、２ページを開いていただきたいん

ですが、佐世保は３００円程度を農業委員会の証明についてはとっておりますが、両町は

手数料を取っていらっしゃいません。ただ、年間の件数が７件とか３件ぐらいになります

ので、そう負担となるものではないということで、佐世保市の制度に合わせるということ

にいたしております。Ｂランクということでしております。 

 後はお読みいただければと思います。 

 ちょっと駆け足になりましたけれども、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  今後、何か意見等がございましたら、次回以降の協議会でも出していた

だきたいと思います。特に問題、意見等がなければ、協議会として報告を承認することで

取扱いたいと思います。今後とも報告事項がたくさん出てまいりますが、以降も同様の取

扱いとしたいと思いますのでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それではそのように取り計らいます。 

 以上で報告事項を終了いたします。 

 

４.その他 

【朝長会長】  それでは次に移ります。次回日程についてでございます。事務局からご

説明を願います。 

【事務局】  最後の８４ページでございます。会議次第、３回目の最後のページでござ

いますが、次回は１０月３０日、また月末で大変恐縮ではございますが、１０月３０日の

木曜日、２時から、場所は鹿町中学校の体育館で行いたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。お諮りいただきたいと思います。 

【朝長会長】  ただいま事務局が示した次回協議会の日程及び場所について、いかがで

しょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、次回の協議会の開催日は、事務局説明のとおりの日程で開催

することといたします。 

 そのほかに事務局のほうから何かございませんでしょうか。 

【事務局】  その他のその他でございますが、まちづくり基本計画についてであります

けれども、１回目の協議会のときに３回目、４回目ぐらいで素案を示せたらなということ

にいたしておりましたが、今、専門部会、分科会のほうで一生懸命議論をしておりまして、

次回、あるいは第４回か第５回ぐらいには素案を示せるという状況で今事務を進めておる

ところでございますので、報告をさせていただきたいと思います。出した段階では、この

協議会の中でもご議論を賜りたいと思っております。 

 事務局からは以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ほかに委員さんから何かご質問はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございます。それでは、ご質問やご意見もないようでござい

ますので、協議会を閉じたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

５.閉会 

【朝長会長】  本日はどうもお疲れさまでございました。皆様のご協力に感謝を申し上

げまして、会を閉じさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


